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(57)【要約】
【課題】歩留りや製造効率の低下を抑制することが可能
なピンチロールギャップの制御装置及び制御方法を提供
する。
【解決手段】圧延及び巻き取りが完了した鋼帯Ｓにおけ
る尾端から予め設定した長さまでの尾端側部分のうちコ
イル６の側面からの突出量が予め設定した突出量閾値未
満である部分の板厚を仕上圧延機８とピンチロール２と
の間で検出した合格部分板厚と、上記の突出量が突出量
閾値未満である尾端側部分を挟持した一対のピンチロー
ル２のギャップである合格部分挟持ギャップとを対応さ
せたデータテーブルであるギャップ制御テーブルを予め
記憶し、尾端側部分を挟持する一対のピンチロール２の
ギャップが、仕上圧延機８が尾端側部分を圧延している
状態で検出した尾端側部分の板厚と等しい合格部分板厚
に対応した合格部分挟持ギャップとなるように、一対の
ピンチロール２のギャップの変化度合いを制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送されてくる鋼帯を圧延する仕上圧延機とコイラーとの間に配置され、且つ前記コイ
ラーに巻き取られる前の鋼帯を挟持する一対のピンチロールのギャップを制御するピンチ
ロールギャップの制御装置であって、
　前記一対のピンチロールのギャップを変化させるロールギャップ変化機構と、
　前記ロールギャップ変化機構による前記ギャップの変化度合いを制御する変化度合制御
部と、
　前記仕上圧延機と前記ピンチロールとの間で前記鋼帯の板厚を検出する圧延後板厚検出
部と、
　前記圧延及び巻き取りが完了した鋼帯における尾端から予め設定した長さまでの尾端側
部分のうち前記コイラーで巻き取られたコイルの側面からの突出量が予め設定した突出量
閾値未満である部分の少なくとも一部を前記圧延後板厚検出部で検出した合格部分板厚と
、前記突出量が前記突出量閾値未満である前記尾端側部分を挟持した前記一対のピンチロ
ールのギャップである合格部分挟持ギャップと、を対応させたデータテーブルであるギャ
ップ制御テーブルを予め記憶するギャップ制御テーブル記憶部と、を備え、
　前記変化度合制御部は、前記尾端側部分を挟持する前記一対のピンチロールのギャップ
が、前記仕上圧延機が前記尾端側部分を圧延している状態で前記圧延後板厚検出部が検出
した尾端側部分の板厚と等しい前記合格部分板厚に対応した前記合格部分挟持ギャップと
なるように、前記変化度合いを制御することを特徴とするピンチロールギャップの制御装
置。
【請求項２】
　前記ピンチロールを回転させるピンチロール回転部がピンチロールの回転速度を前記鋼
帯の搬送速度よりも減速させた状態で、前記ピンチロール回転部に発生する抵抗電流値を
検出する抵抗電流値検出部と、
　前記突出量が前記突出量閾値未満である前記尾端側部分を前記一対のピンチロールが挟
持している状態で前記抵抗電流値検出部が検出した抵抗電流値に基づいて前記ギャップを
検出するギャップ検出部と、を備えることを特徴とする請求項１に記載したピンチロール
ギャップの制御装置。
【請求項３】
　前記抵抗電流値検出部は、前記ピンチロール回転部が前記ピンチロールの回転速度を前
記鋼帯の搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態で前記抵抗電
流値を検出することを特徴とする請求項２に記載したピンチロールギャップの制御装置。
【請求項４】
　搬送されてくる鋼帯を圧延する仕上圧延機とコイラーとの間に配置され、且つ前記コイ
ラーに巻き取られる前の鋼帯を挟持する一対のピンチロールのギャップを制御するピンチ
ロールギャップの制御方法であって、
　前記圧延及び巻き取りが完了した鋼帯における尾端から予め設定した長さまでの尾端側
部分のうち前記コイラーで巻き取られたコイルの側面からの突出量が予め設定した突出量
閾値未満である部分の少なくとも一部の板厚を前記仕上圧延機と前記ピンチロールとの間
で検出した合格部分板厚と、前記突出量が前記突出量閾値未満である前記尾端側部分を挟
持した前記一対のピンチロールのギャップである合格部分挟持ギャップと、を対応させた
データテーブルであるギャップ制御テーブルを予め記憶するギャップ制御テーブル記憶ス
テップと、
　前記仕上圧延機と前記ピンチロールとの間で前記鋼帯の板厚を検出する圧延後板厚検出
ステップと、
　前記尾端側部分を挟持する前記一対のピンチロールのギャップが、前記仕上圧延機が前
記尾端側部分を圧延している状態で前記圧延後板厚検出ステップにおいて検出した尾端側
部分の板厚と等しい前記合格部分板厚に対応した前記合格部分挟持ギャップとなるように
、前記ギャップの変化度合いを制御する変化度合制御ステップと、を有することを特徴と
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するピンチロールギャップの制御方法。
【請求項５】
　前記ピンチロールを回転させるピンチロール回転部がピンチロールの回転速度を前記鋼
帯の搬送速度よりも減速させた状態で、前記ピンチロール回転部に発生する抵抗電流値を
検出する抵抗電流値検出ステップと、
　前記突出量が前記突出量閾値未満である前記尾端側部分を前記一対のピンチロールが挟
持している状態で前記抵抗電流値検出ステップにおいて検出した抵抗電流値に基づいて、
前記ギャップを検出するギャップ検出ステップと、を有することを特徴とする請求項４に
記載したピンチロールギャップの制御方法。
【請求項６】
　前記抵抗電流値検出ステップでは、前記ピンチロール回転部が前記ピンチロールの回転
速度を前記鋼帯の搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態で前
記抵抗電流値を検出することを特徴とする請求項５に記載したピンチロールギャップの制
御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、熱間圧延ライン等の圧延ラインにおいて、コイラー（巻取り装置）
の上流側に配置されて鋼帯を厚さ方向で挟持する一対のピンチロールのギャップを制御し
、コイラーで巻き取られた鋼帯からなるコイルの巻き形状の乱れを抑制するための制御装
置及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　製鉄所等において、熱間圧延ライン等の圧延ラインでは、鋼帯を厚さ方向で挟持する一
対のピンチロールのギャップを目標の板厚に対して一定値に設定した状態で、コイラーに
より鋼帯を最後まで巻き取る場合が多い。ここで、一対のピンチロールは、鋼帯を圧延す
る仕上圧延機と、鋼帯をコイル状に巻き取るコイラーとの間に配置されている。
　そして、コイラーに巻き取られた鋼帯に対し、その巻き形状の乱れを抑制するための技
術としては、例えば、特許文献１に開示されている技術がある。
　特許文献１に開示されている技術は、鋼帯の尾端が仕上圧延機から抜けた（圧延が終了
した）後、ピンチロールを回転させる電動機の回転速度を、コイラーにより巻き取られつ
つある鋼帯の搬送速度よりも遅い速度に速度制御するとともに、電動機の電流の実績値に
基づいて、ピンチロールのギャップを制御する技術である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６‐１５０４０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような巻き形状の乱れは、鋼帯が仕上圧延機を抜けた際に、ピンチロールのギャ
ップが適切な値となっておらず、適切な後方張力（バックテンション）を鋼帯に付与する
ことができないために、鋼帯が幅方向（左右方向）に振られて蛇行することにより発生す
る。
　巻き形状に乱れが発生すると、コイル状に巻き取られた鋼帯（以下、「コイル」と記載
する場合がある）の搬送方法がアップエンド搬送である場合や、コイル搬送時等のクレー
ンにおけるハンドリング時等において、巻きが乱れてコイルの側面から飛び出した部分に
、耳折れ（鋼帯の折れ）や耳切れ（鋼帯の切れ）が発生することとなる。このような耳折
れや耳切れの発生は、特に、鋼帯が薄物（板厚が薄い鋼帯）である場合に顕著となる。
　このため、鋼帯のうち、巻き形状が乱れた部分だけでなく、鋼帯が仕上圧延機を抜けた
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時点で仕上圧延機とコイラーとの間に存在する部分（例えば、約１００［ｍ］前後の健全
な部分）も、製品として不合格の品質となり、歩留りが低下するという問題が発生するお
それがある。
【０００５】
　また、耳折れや耳切れが発生すると、コイルのうち、巻きが乱れた部分を切り捨てるた
めの工程として余分な工程が発生するため、製造効率が低下するという問題が発生するお
それがある。
　しかしながら、上述した特許文献１に開示されている技術を含め、従来の技術には、鋼
帯が仕上圧延機を抜けた際に、ピンチロールのギャップを適切な値に制御して、適切な後
方張力を鋼帯に付与することにより、コイルの巻き形状の乱れを抑制するための技術は提
案されていない。
　本発明は、上記のような問題点に着目してなされたもので、鋼帯が仕上圧延機を抜けた
際のピンチロールのギャップを制御して、コイルの巻き形状の乱れを抑制することが可能
な、ピンチロールギャップの制御装置及び制御方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のうち、請求項１に記載した発明は、搬送されてく
る鋼帯を圧延する仕上圧延機とコイラーとの間に配置され、且つ前記コイラーに巻き取ら
れる前の鋼帯を挟持する一対のピンチロールのギャップを制御するピンチロールギャップ
の制御装置であって、
　前記一対のピンチロールのギャップを変化させるロールギャップ変化機構と、
　前記ロールギャップ変化機構による前記ギャップの変化度合いを制御する変化度合制御
部と、
　前記仕上圧延機と前記ピンチロールとの間で前記鋼帯の板厚を検出する圧延後板厚検出
部と、
　前記圧延及び巻き取りが完了した鋼帯における尾端から予め設定した長さまでの尾端側
部分のうち前記コイラーで巻き取られたコイルの側面からの突出量が予め設定した突出量
閾値未満である部分の少なくとも一部を前記圧延後板厚検出部で検出した合格部分板厚と
、前記突出量が前記突出量閾値未満である前記尾端側部分を挟持した前記一対のピンチロ
ールのギャップである合格部分挟持ギャップと、を対応させたデータテーブルであるギャ
ップ制御テーブルを予め記憶するギャップ制御テーブル記憶部と、を備え、
　前記変化度合制御部は、前記尾端側部分を挟持する前記一対のピンチロールのギャップ
が、前記仕上圧延機が前記尾端側部分を圧延している状態で前記圧延後板厚検出部が検出
した尾端側部分の板厚と等しい前記合格部分板厚に対応した前記合格部分挟持ギャップと
なるように、前記変化度合いを制御することを特徴とするものである。
【０００７】
　本発明によると、変化度合制御部が、尾端側部分を挟持する一対のピンチロールのギャ
ップが、仕上圧延機が尾端側部分を圧延している状態で圧延後板厚検出部が検出した尾端
側部分の板厚と等しい合格部分板厚に対応した合格部分挟持ギャップとなるように、一対
のピンチロールのギャップの変化度合いを制御する。
　このため、尾端側部分が仕上圧延機から抜けた際の、一対のピンチロールのギャップを
、尾端側部分の突出量が予め設定した突出量閾値未満である場合の、合格部分板厚に応じ
たギャップに制御することが可能となる。
【０００８】
　次に、本発明のうち、請求項２に記載した発明は、請求項１に従属する発明であって、
前記ピンチロールを回転させるピンチロール回転部がピンチロールの回転速度を前記鋼帯
の搬送速度よりも減速させた状態で、前記ピンチロール回転部に発生する抵抗電流値を検
出する抵抗電流値検出部と、
　前記突出量が前記突出量閾値未満である前記尾端側部分を前記一対のピンチロールが挟
持している状態で前記抵抗電流値検出部が検出した抵抗電流値に基づいて前記ギャップを
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検出するギャップ検出部と、を備えることを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明によると、ギャップ検出部が、尾端側部分のうちコイラーで巻き取られたコイル
の側面からの突出量が予め設定した突出量閾値未満である部分を一対のピンチロールが挟
持している状態で、抵抗電流値検出部が検出した抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロ
ールのギャップを検出する。
　このため、継続的な使用等によりピンチロールの磨耗が進行した場合であっても、磨耗
の進行度合いに応じて変化する抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロールのギャップを
検出することが可能となる。
【００１０】
　次に、本発明のうち、請求項３に記載した発明は、請求項２に従属する発明であって、
前記抵抗電流値検出部は、前記ピンチロール回転部が前記ピンチロールの回転速度を前記
鋼帯の搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態で前記抵抗電流
値を検出することを特徴とするものである。
　本発明によると、抵抗電流値検出部が、ピンチロール回転部がピンチロールの回転速度
を鋼帯の搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態で、抵抗電流
値を検出する。
【００１１】
　このため、ピンチロールの回転速度を鋼帯の搬送速度に対して２０％未満で減速させた
状態で抵抗電流値を検出する場合と比較して、抵抗電流値の検出精度を安定させることが
可能となる。これに加え、ピンチロールの回転速度を鋼帯の搬送速度に対して３５％を超
えて減速させた状態で抵抗電流値を検出する場合と比較して、一対のピンチロールで挟持
された鋼帯に擦り傷等の欠陥が発生する可能性や、コイル全体に対して、巻き形状の乱れ
が発生する可能性を低減させることが可能となる。
【００１２】
　次に、本発明のうち、請求項４に記載した発明は、搬送されてくる鋼帯を圧延する仕上
圧延機とコイラーとの間に配置され、且つ前記コイラーに巻き取られる前の鋼帯を挟持す
る一対のピンチロールのギャップを制御するピンチロールギャップの制御方法であって、
　前記圧延及び巻き取りが完了した鋼帯における尾端から予め設定した長さまでの尾端側
部分のうち前記コイラーで巻き取られたコイルの側面からの突出量が予め設定した突出量
閾値未満である部分の少なくとも一部の板厚を前記仕上圧延機と前記ピンチロールとの間
で検出した合格部分板厚と、前記突出量が前記突出量閾値未満である前記尾端側部分を挟
持した前記一対のピンチロールのギャップである合格部分挟持ギャップと、を対応させた
データテーブルであるギャップ制御テーブルを予め記憶するギャップ制御テーブル記憶ス
テップと、
　前記仕上圧延機と前記ピンチロールとの間で前記鋼帯の板厚を検出する圧延後板厚検出
ステップと、
　前記尾端側部分を挟持する前記一対のピンチロールのギャップが、前記仕上圧延機が前
記尾端側部分を圧延している状態で前記圧延後板厚検出ステップにおいて検出した尾端側
部分の板厚と等しい前記合格部分板厚に対応した前記合格部分挟持ギャップとなるように
、前記ギャップの変化度合いを制御する変化度合制御ステップと、を有することを特徴と
するものである。
【００１３】
　本発明によると、変化度合制御ステップにおいて、尾端側部分を挟持する一対のピンチ
ロールのギャップが、仕上圧延機が尾端側部分を圧延している状態で圧延後板厚検出ステ
ップにおいて検出した尾端側部分の板厚と等しい合格部分板厚に対応した合格部分挟持ギ
ャップとなるように、一対のピンチロールのギャップの変化度合いを制御する。
　このため、尾端側部分が仕上圧延機から抜けた際の、一対のピンチロールのギャップを
、尾端側部分の突出量が予め設定した突出量閾値未満である場合の、合格部分板厚に応じ
たギャップに制御することが可能となる。
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【００１４】
　次に、本発明のうち、請求項５に記載した発明は、請求項４に従属する発明であって、
前記ピンチロールを回転させるピンチロール回転部がピンチロールの回転速度を前記鋼帯
の搬送速度よりも減速させた状態で、前記ピンチロール回転部に発生する抵抗電流値を検
出する抵抗電流値検出ステップと、
　前記突出量が前記突出量閾値未満である前記尾端側部分を前記一対のピンチロールが挟
持している状態で前記抵抗電流値検出ステップにおいて検出した抵抗電流値に基づいて、
前記ギャップを検出するギャップ検出ステップと、を有することを特徴とするものである
。
【００１５】
　本発明によると、ギャップ検出ステップにおいて、尾端側部分のうちコイラーで巻き取
られたコイルの側面からの突出量が予め設定した突出量閾値未満である部分を一対のピン
チロールが挟持している状態で、抵抗電流値検出ステップにおいて検出した抵抗電流値に
基づいて、一対のピンチロールのギャップを検出する。
　このため、継続的な使用等によりピンチロールの磨耗が進行した場合であっても、磨耗
の進行度合いに応じて変化する抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロールのギャップを
検出することが可能となる。
【００１６】
　次に、本発明のうち、請求項６に記載した発明は、請求項５に従属する発明であって、
前記抵抗電流値検出ステップでは、前記ピンチロール回転部が前記ピンチロールの回転速
度を前記鋼帯の搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態で前記
抵抗電流値を検出することを特徴とするものである。
　本発明によると、抵抗電流値検出ステップにおいて、ピンチロール回転部がピンチロー
ルの回転速度を鋼帯の搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態
で、抵抗電流値を検出する。
【００１７】
　このため、ピンチロールの回転速度を鋼帯の搬送速度に対して２０％未満で減速させた
状態で抵抗電流値を検出する場合と比較して、抵抗電流値の検出精度を安定させることが
可能となる。これに加え、ピンチロールの回転速度を鋼帯の搬送速度に対して３５％を超
えて減速させた状態で抵抗電流値を検出する場合と比較して、一対のピンチロールで挟持
された鋼帯に擦り傷等の欠陥が発生する可能性や、コイル全体に対して、巻き形状の乱れ
が発生する可能性を低減させることが可能となる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、尾端側部分が仕上圧延機から抜けた際の、一対のピンチロールのギャ
ップを、尾端側部分の突出量が予め設定した突出量閾値未満である場合の、合格部分板厚
に応じたギャップに制御して、尾端側部分が仕上圧延機から抜けた際に、適切な後方張力
を鋼帯に付与することが可能となる。
　これにより、仕上圧延機を抜けた後の、尾端側部分の蛇行を抑制することが可能となる
ため、コイルの巻き形状の乱れを抑制して耳折れや耳切れの発生を抑制し、歩留りや製造
効率の低下を抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のギャップ制御装置を備えた熱間圧延ラインの概略構成を示す図である。
【図２】尾端側部分が側面から突出した状態のコイルを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（第一実施形態）
　以下、本発明の第一実施形態（以下、「本実施形態」と記載する）について、図面を参
照しつつ説明する。
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（構成）
　まず、図１及び図２を用いて、本実施形態のピンチロールギャップの制御装置（以降の
説明では、「ギャップ制御装置」と記載する場合がある）の構成を説明する。
　図１は、本実施形態のギャップ制御装置１を備えた熱間圧延ラインＨＬの概略構成を示
す図である。
　ギャップ制御装置１は、熱間圧延ライン等、スラブを圧延する圧延ラインに適用する装
置であり、一対のピンチロール２に対し、そのギャップ（一対のピンチロール２間の隙間
）を制御する装置である。
【００２１】
　本実施形態では、圧延ラインの構成を、一例として、スラブを熱間圧延して板厚が３［
ｍｍ］程度の鋼帯Ｓを形成し、この鋼帯Ｓをコイラー４でコイル状に巻き取って、コイル
６を形成する構成とした場合を説明する。
　ここで、一対のピンチロール２は、仕上圧延機８とコイラー４との間に配置されて、仕
上圧延機８よりも、鋼帯Ｓの搬送方向下流側に配置されており、コイラー４に巻き取られ
る前の鋼帯Ｓを厚さ方向から挟持している。
【００２２】
　また、仕上圧延機８は、仕上圧延機８よりも鋼帯Ｓの搬送方向上流側に配置された図示
しない設備（例えば、加熱炉等）から搬送されてくる鋼帯Ｓを圧延する設備であり、複数
の仕上スタンド（図１中には、二つの仕上スタンドのみを図示）を備えている。
　また、一対のピンチロール２は、鋼帯Ｓの上方に配置した上側ピンチロール２Ｕと、鋼
帯Ｓの下方に配置した下側ピンチロール２Ｄを備えている。
【００２３】
　また、上側ピンチロール２Ｕには、上側ピンチロール２Ｕを回転させる上側ロール用モ
ータ（図示せず）が接続されており、下側ピンチロール２Ｄには、下側ピンチロール２Ｄ
を回転させる下側ロール用モータ（図示せず）が接続されている。
　なお、仕上圧延機８とピンチロール２との間には、仕上圧延機８で圧延した鋼帯Ｓを冷
却しながら搬送するランナウトテーブル（図示せず）等が配置されている。
【００２４】
　また、図１中に示すように、ギャップ制御装置１は、ロールギャップ変化機構１０と、
圧延後板厚検出部１２と、抵抗電流値検出部１４と、ギャップ制御部１６を備えている。
　ロールギャップ変化機構１０は、一対のピンチロール２のうち少なくとも一方の位置を
変化可能なアクチュエータ（図示せず）を用いて形成されている。
　なお、本実施形態では、一例として、ロールギャップ変化機構１０の構成を、一対のピ
ンチロール２のうち、上側ピンチロール２Ｕの位置を変化可能なアクチュエータを用いて
形成した場合を説明する。
【００２５】
　また、ロールギャップ変化機構１０は、上側ピンチロール２Ｕの位置を変化させること
により、一対のピンチロール２の相対位置を変化させて、一対のピンチロール２のギャッ
プを変化させる。
　圧延後板厚検出部１２は、例えば、非接触で鋼帯Ｓの厚さ（板厚）を計測可能なＸ線厚
さ計（Ｘ線センサ）等を用いて形成されており、仕上圧延機８よりも鋼帯Ｓの搬送方向下
流側に配置されている。すなわち、圧延後板厚検出部１２は、仕上圧延機８で圧延された
後の鋼帯Ｓの板厚を検出する。
【００２６】
　また、圧延後板厚検出部１２は、仕上圧延機８で圧延された後の鋼帯Ｓの板厚を検出す
ると、この検出した板厚を含む情報信号を、ギャップ制御部１６へ出力する。
　本実施形態では、一例として、圧延後板厚検出部１２を、仕上圧延機８よりも、鋼帯Ｓ
の搬送方向で、１．５～２．０［ｍ］下流側へ配置した場合について説明する。
　抵抗電流値検出部１４は、鋼帯Ｓを搬送する方向へピンチロール２を回転させるピンチ
ロール回転部（上側ロール用モータ、下側ロール用モータ）が、ピンチロール２の回転速
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度を鋼帯Ｓの搬送速度よりも減速させた状態で、ピンチロール回転部に発生する抵抗電流
値を検出する。
【００２７】
　また、抵抗電流値検出部１４は、ピンチロール回転部がピンチロール２の回転速度を鋼
帯Ｓの搬送速度よりも減速させた状態で、ピンチロール回転部に発生する抵抗電流値を検
出すると、この検出した抵抗電流値を含む情報信号を、ギャップ制御部１６へ出力する。
　ここで、上記の抵抗電流は、ピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度よりも減速
させたことによりピンチロール２に対して加わる、鋼帯Ｓを搬送する回転方向とは逆方向
への応力により、ピンチロール回転部（上側ロール用モータ、下側ロール用モータ）に発
生する電流である。
【００２８】
　なお、本実施形態では、一例として、抵抗電流値検出部１４の構成を、ピンチロール回
転部が、一対のピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２０％以上３５％
以下の範囲内で減速させた状態で、抵抗電流値を検出する構成とした場合を説明する。そ
の理由は、後述する。
　具体的には、搬送されている鋼帯Ｓの先端が、一対のピンチロール２間を挟持されなが
ら通過してコイラー４に巻きついた後に、上側ロール用モータ及び下側ロール用モータの
駆動状態を制御して、上側ピンチロール２Ｕ及び下側ピンチロール２Ｄの回転速度を、鋼
帯Ｓの搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させる。これにより、上側
ロール用モータ及び下側ロール用モータ（ピンチロール回転部）で抵抗電流値を発生させ
た状態で、抵抗電流値検出部１４により、上側ロール用モータ及び下側ロール用モータで
発生させた抵抗電流値を検出する。
【００２９】
　ギャップ制御部１６は、例えば、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等を用
いて形成されており、ギャップ制御テーブル記憶部１８と、変化度合制御部２０と、ギャ
ップ検出部２２を備えている。
　ギャップ制御テーブル記憶部１８は、圧延後板厚検出部１２から入力された情報信号に
基づき、仕上圧延機８で圧延された後の鋼帯Ｓの板厚を参照する。これに加え、ギャップ
制御テーブル記憶部１８は、例えば、熱間圧延ラインのオペレータ等により外部から入力
された情報や、カメラ等の撮像機構を用いて取得した情報を参照する。さらに、ギャップ
制御テーブル記憶部１８は、ギャップ検出部２２から入力された情報信号に基づき、一対
のピンチロール２のギャップを参照する。
【００３０】
　そして、ギャップ制御テーブル記憶部１８は、上記の参照した情報に基づいて、合格部
分板厚と合格部分挟持ギャップとを対応させたデータテーブルであるギャップ制御テーブ
ルを、予め記憶する。
　合格部分板厚は、鋼帯Ｓのうち、図２中に示すように、圧延及び巻き取りが完了した鋼
帯Ｓにおける尾端から予め設定した長さまでの尾端側部分のうち、コイラー４で巻き取ら
れたコイル６の側面からの突出量（鋼帯Ｓの幅方向への突出量）が、予め設定した突出量
閾値未満である部分の少なくとも一部を、圧延後板厚検出部１２で検出した板厚である。
なお、図２は、尾端側部分が側面から突出した状態のコイル６を示す斜視図である。また
、図２中では、コイル６の側面から突出した尾端側部分（以降の説明では、「巻き乱れ部
」と記載する場合がある）を、符合２４を付して示している。また、図２中では、鋼帯Ｓ
の幅方向を、双方向矢印を付して「幅方向」と示している。
【００３１】
　また、合格部分板厚は、例えば、上限値と下限値で０．１［ｍｍ］の範囲を有する値と
してもよい。
　合格部分挟持ギャップは、尾端側部分のうち、コイラー４で巻き取られたコイル６の側
面からの突出量が突出量閾値未満である部分を挟持した状態における、一対のピンチロー
ル２のギャップである。
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　ここで、コイラー４でコイル状に巻き取られた鋼帯Ｓの側面から突出した部分の突出量
は、熱間圧延ラインのオペレータ等が計測してもよく、カメラ等の撮像機構を用いて計測
してもよい。
　本実施形態では、一例として、尾端側部分の長さを、約１００［ｍ］とした場合を説明
する。すなわち、本実施形態では、上記の予め設定した長さを、約１００［ｍ］とする。
【００３２】
　また、本実施形態では、一例として、突出量閾値を、１０［ｍｍ］とした場合を説明す
る。
　変化度合制御部２０は、圧延後板厚検出部１２から入力された情報信号に基づき、仕上
圧延機８で圧延された後の鋼帯Ｓの板厚を参照するとともに、ギャップ制御テーブル記憶
部１８に予め記憶されているギャップ制御テーブルを参照する。これにより、変化度合制
御部２０は、仕上圧延機８が尾端側部分を圧延している状態で圧延後板厚検出部１２が検
出した尾端側部分の板厚である現在板厚と、合格部分板厚とを比較する。
　なお、仕上圧延機８が尾端側部分を圧延している状態は、例えば、鋼帯Ｓの全長と搬送
速度に基づいて検出する。
【００３３】
　そして、変化度合制御部２０は、尾端側部分を挟持する一対のピンチロール２のギャッ
プが、現在板厚と等しい合格部分板厚に対応した合格部分挟持ギャップとなるように、上
側ピンチロール２Ｕの変位量を演算する。さらに、演算した上側ピンチロール２Ｕの変位
量に基づいて、一対のピンチロール２の相対位置の変化度合いを制御する指令信号を生成
し、この生成した指令信号を、ロールギャップ変化機構１０へ出力する。
　これにより、変化度合制御部２０は、一対のピンチロール２の相対位置を変化させて、
一対のピンチロール２のギャップを、現在板厚と等しい合格部分板厚に応じた合格部分挟
持ギャップとなるように変化させる。
【００３４】
　また、変化度合制御部２０が、上記の指令信号をロールギャップ変化機構１０へ出力す
るタイミングは、尾端側部分のうち、仕上圧延機８が尾端側部分を圧延している状態で現
在板厚を検出した部分が、一対のピンチロール２間に挟持されるまでに、一対のピンチロ
ール２のギャップを現在板厚と等しい合格部分板厚に応じた合格部分挟持ギャップとなる
ように変化させるタイミングとする。すなわち、一対のピンチロール２のギャップを、一
対のピンチロール２よりも鋼帯Ｓの搬送方向上流側において、圧延後板厚検出部１２が検
出した現在板厚を用いて制御（フィードフォワード制御）可能なタイミングとする。
　ギャップ検出部２２は、抵抗電流値検出部１４から入力された情報信号を参照し、コイ
ル６の側面からの突出量が突出量閾値未満である尾端側部分を一対のピンチロール２が挟
持している状態で抵抗電流値検出部１２が検出した抵抗電流値に基づいて、一対のピンチ
ロール２のギャップを検出する。
【００３５】
　また、ギャップ検出部２２は、検出した一対のピンチロール２のギャップを含む情報信
号を、ギャップ制御テーブル記憶部１８へ出力する。
　ここで、コイル６の側面からの突出量が突出量閾値未満である尾端側部分を一対のピン
チロール２が挟持している状態で抵抗電流値検出部１２が検出した抵抗電流値は、鋼帯Ｓ
の搬送速度に対するピンチロール２の回転速度の減速度合いを同一条件とした場合であっ
ても、ピンチロール２の磨耗の進行度合いに応じて変化する。
【００３６】
　このため、ギャップ検出部２２が検出した一対のピンチロール２のギャップは、鋼帯Ｓ
の搬送速度に対するピンチロール２の回転速度の減速度合いを同一条件とした場合であっ
ても、ピンチロール２の磨耗の進行度合いに応じて変化することとなる。
（ピンチロール回転部が一対のピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２
０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態で、抵抗電流値検出部１４が抵抗電流値を
検出する理由）
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【００３７】
　以下、ピンチロール回転部が一対のピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対
して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態で、抵抗電流値検出部１４が抵抗電
流値を検出する理由を説明する。
　本発明の発明者等が、本実施形態と同様の構成である熱間圧延ラインを用いて、上側ロ
ール用モータ及び下側ロール用モータで発生させた抵抗電流値を検出したところ、以下の
状態が確認された。
　すなわち、ピンチロール回転部が一対のピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度
に対して２０％未満で減速させた状態では、ピンチロール回転部が一対のピンチロール２
の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２０％以上で減速させた状態と比較して、上側ロ
ール用モータ及び下側ロール用モータで発生させた抵抗電流値が低く、また、安定しない
ことが確認された。
【００３８】
　このため、ピンチロール回転部が一対のピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度
に対して２０％未満で減速させた状態では、ピンチロール回転部が一対のピンチロール２
の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２０％以上で減速させた状態と比較して、抵抗電
流値検出部１４による抵抗電流値の検出値を、各種制御のパラメータとすることが困難と
なることが確認された。
【００３９】
　一方、ピンチロール回転部が一対のピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対
して３５％を超えて減速させた状態では、ピンチロール回転部が一対のピンチロール２の
回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２０％以下で減速させた状態と比較して、一対のピ
ンチロール２で挟持された鋼帯Ｓに擦り傷等の欠陥が発生する可能性や、コイル６全体に
対して、巻き形状の乱れが発生する可能性が増加することが確認された。
　以上の理由により、本実施形態では、ピンチロール回転部が一対のピンチロール２の回
転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内で減速させた状態で、
抵抗電流値検出部１４が抵抗電流値を検出する。
【００４０】
（ピンチロールギャップの制御方法）
　以下、図１及び図２を参照して、上記の構成を備えたギャップ制御装置１で行うピンチ
ロールギャップの制御方法（以降の説明では、「ギャップ制御方法」と記載する場合があ
る）について説明する。
　本実施形態のギャップ制御方法は、ギャップ制御テーブル記憶ステップと、圧延後板厚
検出ステップと、変化度合制御ステップと、抵抗電流値検出ステップと、ギャップ検出ス
テップを有している。
　ギャップ制御テーブル記憶ステップでは、ギャップ制御テーブルを予め記憶する。
　ギャップ制御テーブルは、上述した合格部分板厚と合格部分挟持ギャップとを対応させ
たデータテーブルである。
【００４１】
　圧延後板厚検出ステップでは、仕上圧延機８とピンチロール２との間における鋼帯Ｓの
板厚を検出する。
　変化度合制御ステップでは、尾端側部分を挟持する一対のピンチロール２のギャップが
、仕上圧延機８が尾端側部分を圧延している状態で圧延後板厚検出ステップにおいて検出
した尾端側部分の板厚と等しい合格部分板厚に対応した合格部分挟持ギャップとなるよう
に、一対のピンチロール２のギャップの変化度合いを制御する。
【００４２】
　本実施形態では、変化度合制御ステップにおいて、上側ピンチロール２Ｕの位置の変化
度合いを制御することにより、一対のピンチロール２のギャップの変化度合いを制御する
場合を説明する。
　抵抗電流値検出ステップでは、ピンチロール回転部がピンチロール２の回転速度を鋼帯
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Ｓの搬送速度よりも減速させた状態で、ピンチロール回転部に発生する抵抗電流値を検出
する。
【００４３】
　本実施形態では、一例として、抵抗電流値検出ステップにおいて、ピンチロール回転部
がピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範囲内
で減速させた状態で、抵抗電流値を検出する場合を説明する。
　ギャップ検出ステップでは、コイル６の側面からの突出量が突出量閾値未満である尾端
側部分を一対のピンチロール２が挟持している状態で、抵抗電流値検出ステップにおいて
検出した抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロール２のギャップを検出する。
【００４４】
（動作・作用）
　以下、図１及び図２を参照して、上記の構成を備えたギャップ制御装置１と、このギャ
ップ制御装置１で行うギャップ制御方法の動作・作用を説明する。
　本実施形態のギャップ制御装置１を備えた熱間圧延ラインＨＬにおいて、圧延した鋼帯
Ｓによりコイル６を製造する際には、まず、仕上圧延機８によりスラブを熱間圧延して板
厚が３［ｍｍ］程度の鋼帯Ｓを形成し、この圧延した鋼帯Ｓを、一対のピンチロール２に
より、厚さ方向から挟持して、コイラー４へ誘導する。
【００４５】
　一般的に、熱間圧延ラインＨＬでは、鋼帯Ｓの板厚が、鋼帯Ｓへ加わる荷重、鋼帯Ｓの
搬送速度、鋼帯Ｓの温度、鋼帯Ｓの張力等により、鋼帯Ｓの全長内で変動する場合が多い
。
　ここで、圧延後板厚検出部１２が検出した板厚が、所望の板厚（３［ｍｍ］程度）から
離れた値である場合、一対のピンチロール２を通過した鋼帯Ｓの板厚が所望の板厚となる
ように、一対のピンチロール２のギャップや、ピンチロール２の回転速度を変化させる。
【００４６】
　また、本実施形態では、尾端側部分を挟持する一対のピンチロール２のギャップが、仕
上圧延機８が尾端側部分を圧延している状態で圧延後板厚検出部１２が検出した尾端側部
分の板厚と等しい合格部分板厚に対応した合格部分挟持ギャップとなるように、変化度合
制御部２０が、一対のピンチロール２のギャップの変化度合いを制御する（変化度合制御
ステップ）。
　これにより、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた際のピンチロール２のギャップが、
巻き乱れ部２４の突出量が予め設定した突出量閾値（１０［ｍｍ］）未満である場合の、
合格部分板厚に応じたギャップとなる。
【００４７】
　このため、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた際には、合格部分板厚に応じたギャッ
プとなっている一対のピンチロール２により、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた鋼帯
Ｓが保持されることとなる。
　したがって、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた際には、尾端側部分に付与される後
方張力が適切な値となり、仕上圧延機８とピンチロール２との間において、尾端側部分の
蛇行を抑制することが可能となるため、コイル６の巻き形状の乱れを抑制することが可能
となる。
【００４８】
　また、本実施形態では、ギャップ検出部２２が、尾端側部分のうち上記の突出量が突出
量閾値未満である部分を、一対のピンチロール２が挟持している状態で、抵抗電流値検出
部１４が検出した抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロール２のギャップを検出する（
ギャップ検出ステップ）。
　このため、継続的な使用等によりピンチロール２の磨耗が進行した場合であっても、磨
耗の進行度合いに応じて変化する抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロール２のギャッ
プを検出することが可能となる。
　以上により、本実施形態では、定常状態、すなわち、搬送されている鋼帯Ｓの先端が一
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対のピンチロール２間を挟持されながら通過してコイラー４に巻きついた後から、鋼帯Ｓ
が仕上圧延機８で圧延されている状態に加え、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた際に
おいても、一対のピンチロール２のギャップを適切な値とすることが可能となる。
【００４９】
　これにより、鋼帯Ｓには、全体に亘って適切な値の後方張力が付与されることとなり、
鋼帯Ｓの全体に亘って、仕上圧延機８とピンチロール２との間における蛇行を抑制するこ
とが可能となる。
　このため、鋼帯Ｓの全体に亘って、コイル６の巻き形状の乱れを抑制することが可能と
なる。
　なお、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた後は、例えば、ピンチロール回転部が一対
のピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して５％以上３０％以下の範囲内で
減速させた状態で、鋼帯Ｓの搬送及びコイラー４による鋼帯Ｓの巻取りを行うことにより
、鋼帯Ｓに対する後方張力の付与を継続する。
【００５０】
（第一実施形態の効果）
　以下、本実施形態の効果を列挙する。
（１）本実施形態のギャップ制御装置１では、変化度合制御部２０が、尾端側部分を挟持
する一対のピンチロール２のギャップが、仕上圧延機８が尾端側部分を圧延している状態
で圧延後板厚検出部１２が検出した尾端側部分の板厚と等しい合格部分板厚に対応した合
格部分挟持ギャップとなるように、一対のピンチロール２のギャップの変化度合いを制御
する。
【００５１】
　このため、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた際の、一対のピンチロール２のギャッ
プを、尾端側部分の突出量が予め設定した突出量閾値未満である場合の、合格部分板厚に
応じたギャップに制御することが可能となる。
　その結果、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた際に、適切な後方張力を鋼帯Ｓに付与
することが可能となるため、仕上圧延機８を抜けた後の、尾端側部分の蛇行を抑制するこ
とが可能となる。
　これにより、コイル６の巻き形状の乱れを抑制して、耳折れや耳切れの発生を抑制し、
歩留りや製造効率の低下を抑制することが可能となる。
【００５２】
（２）本実施形態のギャップ制御装置１では、ギャップ検出部２２が、尾端側部分のうち
コイラー４で巻き取られたコイル６の側面からの突出量が予め設定した突出量閾値未満で
ある部分を一対のピンチロール２が挟持している状態で、抵抗電流値検出部１２が検出し
た抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロール２のギャップを検出する。
　このため、継続的な使用等によりピンチロール２の磨耗が進行した場合であっても、磨
耗の進行度合いに応じて変化する抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロール２のギャッ
プを検出することが可能となる。
　その結果、継続的な使用等によりピンチロール２の磨耗が進行した場合であっても、尾
端側部分が仕上圧延機８から抜けた際に、適切な後方張力を安定して鋼帯Ｓに付与するこ
とが可能となるため、仕上圧延機８を抜けた後の、尾端側部分の蛇行を、長期に亘って抑
制することが可能となる。
【００５３】
（３）本実施形態のギャップ制御装置１では、抵抗電流値検出部１４が、ピンチロール回
転部がピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２０％以上３５％以下の範
囲内で減速させた状態で、抵抗電流値を検出する。
　このため、ピンチロール回転部がピンチロール２の回転速度を鋼帯の搬送速度に対して
２０％未満で減速させた状態で抵抗電流値を検出する場合と比較して、抵抗電流値の検出
精度を安定させることが可能となる。
【００５４】
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　これに加え、ピンチロール回転部がピンチロール２の回転速度を鋼帯の搬送速度に対し
て３５％を超えて減速させた状態で抵抗電流値を検出する場合と比較して、一対のピンチ
ロール２で挟持された鋼帯Ｓに擦り傷等の欠陥が発生する可能性や、コイル６全体に対し
て、巻き形状の乱れが発生する可能性を低減させることが可能となる。
　その結果、ピンチロール回転部がピンチロール２の回転速度を鋼帯の搬送速度に対して
２０％未満及び３５％を超えて減速させた状態で、抵抗電流値を検出する場合と比較して
、ピンチロール２の磨耗に応じて適切な後方張力を鋼帯Ｓに付与することが可能となると
ともに、コイル６の品質低下を抑制することが可能となる。
【００５５】
（４）本実施形態のギャップ制御方法では、変化度合制御ステップにおいて、尾端側部分
を挟持する一対のピンチロール２のギャップが、仕上圧延機８が尾端側部分を圧延してい
る状態で圧延後板厚検出ステップにおいて検出した尾端側部分の板厚と等しい合格部分板
厚に対応した合格部分挟持ギャップとなるように、一対のピンチロール２のギャップの変
化度合いを制御する。
　その結果、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた際に、適切な後方張力を鋼帯Ｓに付与
することが可能となるため、仕上圧延機８を抜けた後の、尾端側部分の蛇行を抑制するこ
とが可能となり、コイル６の巻き形状の乱れを抑制して、耳折れや耳切れの発生を抑制し
、歩留りや製造効率の低下を抑制することが可能となる。
【００５６】
（５）本実施形態のギャップ制御方法では、ギャップ検出ステップにおいて、尾端側部分
のうちコイラー４で巻き取られたコイル６の側面からの突出量が予め設定した突出量閾値
未満である部分を一対のピンチロール２が挟持している状態で、抵抗電流値検出ステップ
において検出した抵抗電流値に基づいて、一対のピンチロール２のギャップを検出する。
　その結果、継続的な使用等によりピンチロール２の磨耗が進行した場合であっても、尾
端側部分が仕上圧延機８から抜けた際に、適切な後方張力を安定して鋼帯Ｓに付与するこ
とが可能となるため、仕上圧延機８を抜けた後の、尾端側部分の蛇行を、長期に亘って抑
制することが可能となる。
【００５７】
（６）本実施形態のギャップ制御方法では、抵抗電流値検出ステップにおいて、ピンチロ
ール回転部がピンチロール２の回転速度を鋼帯Ｓの搬送速度に対して２０％以上３５％以
下の範囲内で減速させた状態で、抵抗電流値を検出する。
　その結果、ピンチロール回転部がピンチロール２の回転速度を鋼帯の搬送速度に対して
２０％未満及び３５％を超えて減速させた状態で、抵抗電流値を検出する場合と比較して
、ピンチロール２の磨耗に応じて適切な後方張力を鋼帯Ｓに付与することが可能となると
ともに、コイル６の品質低下を抑制することが可能となる。
【００５８】
（変形例）
　以下、本実施形態の変形例を列挙する。
（１）本実施形態では、尾端側部分の長さを約１００［ｍ］としたが、尾端側部分の長さ
は、これに限定するものではなく、製品に要求される仕様に応じて、適宜変更可能である
。
（２）本実施形態では、突出量閾値を１０［ｍｍ］としたが、突出量閾値は、これに限定
するものではなく、製品に要求される仕様に応じて、例えば、５［ｍｍ］と設定するなど
、適宜変更可能である。
【００５９】
（実施例１）
　以下、図１及び図２を参照しつつ、比較例及び本発明例のギャップ制御装置１を備えた
熱間圧延ラインＨＬにおいて、圧延した鋼帯Ｓ（板厚２［ｍｍ］）により製造したコイル
６に対し、歩留りを比較した結果について説明する。
　なお、本発明例のギャップ制御装置１及び熱間圧延ラインＨＬの構成は、上述した第一



(14) JP 2013-123733 A 2013.6.24

10

20

30

40

50

実施形態と同様である。
【００６０】
　一方、比較例のギャップ制御装置及び熱間圧延ラインの構成は、ギャップ制御テーブル
記憶部１８及び変化度合制御部２０を備えていない点を除き、第一実施形態のギャップ制
御装置及び熱間圧延ラインと同様の構成である。
　本発明例のギャップ制御装置１を備えた熱間圧延ラインＨＬで製造したコイル６は、耳
折れや耳切れが発生していなかったため、尾端側部分（約１００［ｍ］）を切り捨てる必
要が無かった。
【００６１】
　一方、比較例のギャップ制御装置を備えた熱間圧延ラインで製造したコイルは、２０コ
イル中のうち１コイルで、尾端側部分（約１００［ｍ］）に耳折れや耳切れが発生してい
たため、尾端側部分を切り捨てることとなった。
　これに対し、本発明例のギャップ制御装置１を備えた熱間圧延ラインＨＬで製造したコ
イル６には、不良部分が発生していない。
　このため、比較例及び本発明例のギャップ制御装置１を備えた熱間圧延ラインＨＬにお
いて製造したコイル６に対し、歩留りを比較した結果は、本発明例で製造したコイル６の
歩留りが、比較例で製造したコイル６の歩留りと比較して、約０．４９［％］向上したこ
とが確認された。
【００６２】
（実施例２）
　以下、図１及び図２を参照しつつ、比較例及び本発明例のギャップ制御装置１を備えた
熱間圧延ラインＨＬにおいて、圧延した鋼帯Ｓ（板厚３［ｍｍ］以下）により製造したコ
イル６に対し、歩留りを比較した結果について説明する。
　なお、本発明例のギャップ制御装置１及び熱間圧延ラインＨＬの構成は、上述した第一
実施形態と同様である。
【００６３】
　一方、比較例のギャップ制御装置及び熱間圧延ラインの構成は、ギャップ制御テーブル
記憶部１８及び変化度合制御部２０を備えていない点を除き、第一実施形態のギャップ制
御装置及び熱間圧延ラインと同様の構成である。
　なお、本実施例では、尾端側部分が仕上圧延機８から抜けた際の、鋼帯Ｓの搬送速度（
通板速度）を、約６００［ｍｐｍ］とした。
　本本発明例のギャップ制御装置１を備えた熱間圧延ラインＨＬで製造したコイル６は、
耳折れや耳切れが発生していなかったため、尾端側部分（約１００［ｍ］）を切り捨てる
必要が無かった。
【００６４】
　一方、比較例のギャップ制御装置を備えた熱間圧延ラインで製造したコイルは、尾端側
部分（約１００［ｍ］）に耳折れや耳切れが発生していたため、尾端側部分を切り捨てる
こととなった。
　これに対し、本発明例のギャップ制御装置１を備えた熱間圧延ラインＨＬで製造したコ
イル６には、不良部分が発生していない。
　このため、比較例及び本発明例のギャップ制御装置１を備えた熱間圧延ラインＨＬにお
いて製造したコイル６に対し、歩留りを比較した結果は、本発明例で製造したコイル６の
歩留りが、比較例で製造したコイル６の歩留りと比較して、約０．１２［％］向上したこ
とが確認された。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　ギャップ制御装置
　２　　ピンチロール
　２Ｕ　上側ピンチロール
　２Ｄ　下側ピンチロール
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　４　　コイラー
　６　　コイル
　８　　仕上圧延機
　１０　ロールギャップ変化機構
　１２　圧延後板厚検出部
　１４　抵抗電流値検出部
　１６　ギャップ制御部
　１８　ギャップ制御テーブル記憶部
　２０　変化度合制御部
　２２　ギャップ検出部
　２４　巻き乱れ部
　ＨＬ　熱間圧延ライン
　Ｓ　　鋼帯

【図１】

【図２】
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